
2021年度 日本作業療法士協会 制度対策部 医療保険対策委員会 

精神科における作業療法実態調査 

 

調査項目目次 

Ａ．病院基本情報 

Ｂ．指導監査等による指摘事項  

Ｃ．協会発行の精神科作業療法部門運用実践マニュアル  

Ｄ．精神療養病棟における疾患別リハビリテーション  

Ｅ．精神科退院時共同指導料 

Ｆ．慢性療養者の医療・支援のあり方 

Ｇ．記録等 

Ｈ．認知症への対応 

Ｉ．精神科作業療法計画作成の現状 

Ｊ．退院支援・地域移行・訪問 

Ｋ．外来 

Ｌ．児童・思春期患者への関与 

Ｍ．治療と仕事の両立支援 

Ｎ．次期改定への要望 

 

以下の設問にご回答をお願いいたします。特に記載がない項目に関しては、回答時点の状況でお答えくだ

さい。 

Ａ．病院基本情報 

１.病院基本情報 

(1) 設置主体 

※ 最も該当するものを選択 

・民間 

・自治体（都道府県・市町村等） 

・独立行政法人 

・その他（                     ） 

(2)診療科目 

 ※複数選択可 

・精神科 

・心療内科 

・リハビリテーション科 

・内科 

・その他（                     ） 

(3)病床数 精神科病床 ：   床 

その他の病床：   床 

(4)都道府県に届出（登録）している

病棟機能（算定病棟）をお答えくだ

さい 

・一般精神病棟（A103精神病棟入院基本料） 

・精神科救急入院料（A311精神科救急入院料） 

・精神科急性期治療病棟（A311‐2精神科急性期治療病棟入院料） 

・児童思春期精神科入院医療管理料 

（A311-4児童思春期精神科入院医療管理料） 

・精神療養病棟（A312精神科療養病棟入院料） 



・認知症治療病棟（A314認知症治療病棟入院料） 

・老人性認知症疾患療養病棟（介護保険） 

・特殊疾患病棟入院料 2（A309特殊疾患病棟入院料 2） 

・地域移行機能強化病棟（A318地域移行機能強化病棟入院料） 

・その他（                  ） 

(5)法人で所有している施設をお答

えください 

・精神科デイ・ケア等（デイ・ケア、ショート・ケア、ナイト・

ケア、デイ・ナイト・ケア） 

・重度認知症患者デイケア 

・認知症疾患医療センター 

・診療所（クリニック） 

・訪問看護ステーション 

・訪問介護事業（ホームヘルプ） 

・就労系サービス事業所（就労移行、就労定着、就労継続 A、B） 

・共同生活援助（グループホーム） 

・地域活動支援センター 

・相談支援事業所 

・介護保険サービス（老健、特養、通所介護、通所リハ等） 

・その他（                       ） 

２.作業療法部門の作業療法士について 

(1) 施設に所属する作業療法士数 

※ 実人数 
 常勤    名、非常勤    名 

(2) 精神科作業療法への登録作業

療法士数 

※ 実人数 

       名 

(3) 精神科デイケア等への登録作

業療法士数 

※ 実人数 

       名 

(4)(2)(3)のうち、精神科作業療法

以外と兼務している者※※の人数 

※ 実人数 

※※ 精神科作業療法への登録者数の

うち、訪問看護ステーションやデイケ

ア等で定期的に業務を行っている方 

       名 

(5)1 日の作業療法士 1 人あたりの

精神科作業療法の算定患者数 

※ 2021年 12月 2週目の平均的な数 

       名 

 

＊計算式：1日の精神科作業療法実施件数 ÷ 精神科作業療法登録 OT数 

＊計算例：1日 120件算定 ÷ 登録人数 8名 ＝ 15人 

 

Ｂ．指導監査等の現状 

１．各地域の厚生局が行う適時調査について 

(1)今年度（2021 年度）に厚生局に

よる適時調査を受けましたか 

・はい→ (2)以降を回答してください 

・いいえ→ (3)を回答し、２．都道府県および指定都市による



実地指導についてへ 

(2)適時調査で確認されたこと 

 ※ 複数選択 

・専従の作業療法士の出勤簿 

・作業療法士 1人当たりの患者数：人／日 

・作業療法士 1人当たりの面積㎡ 

・当該療法を行うために必要な専用の器械・器具 

・その他（                   ） 

(3)これまでの適時調査で指摘され

たことがありましたら時期（年度）

とその内容を記入してください 

※ 自由記載 

年度： 

内容： 

２．都道府県および指定都市による実地指導について（いわゆる保健所の施設検査） 

(1)これまでの実地指導で指摘され

たことがありましたら時期（年度）

とその内容を記入してください 

※ 自由記載 

年度： 

内容： 

 

Ｃ．協会発行の精神科作業療法部門運用実践マニュアル（以下 運用マニュアル） 

１．運用マニュアルの発行について 

(1)2021 年 8 月に運用マニュアル

が発行したのを知っているか 

・知っている 

・知らなかった  

(2)運用マニュアルを持っている

か 

・持っている→ ２．協会マニュアルの内容について を回答して

ください 

・持っていない→ (3)を回答し、Ｄ．精神療養病棟における疾患

別リハビリテーションへ 

(3)運用マニュアルを持っていな

い理由を教えてください 

 ※ 複数選択 

・発行したことを知らなかったため 

・必要性を感じないため 

・値段が高いため 

・その他（                     ） 

２．運用マニュアルの内容について 

(1)参考になった内容を教えてく

ださい 

 ※ 複数選択 

・はじめに：運用マニュアルを発行することの意義と狙い 

・今すぐ活用できる精神科作業療法実践の手引きに 

・Ⅰ-1.精神科作業療法実施の流れと診療報酬の仕組み 

・Ⅰ—2.精神科作業療法実施における現状と課題 

・Ⅰ—3.精神科作業療法における検査・評価尺度 

・Ⅰ—4.精神科作業療法計画 

・Ⅰ—5.プログラムの考え方と具体例 

・Ⅰ—6.標準 2時間の運用方法 

・Ⅰ—7.退院に向けての取り組み 

・Ⅰ-8.精神科作業療法の記録方法の実践 

・Ⅰ-9.多職種連携のしくみ：包括的支援マネジメントの紹介 



・Ⅰ-10.カンファレンスの介入方法とコツ 

・Ⅱ-1.救急入院、急性期治療病棟 

・Ⅱ-2.身体合併症と精神科リエゾン 

・Ⅱ-3.地域移行機能強化病棟 

・Ⅱ-4.精神療養病棟 

・Ⅱ-5.認知症治療病棟 

・Ⅱ-6.依存症の作業療法 

・Ⅱ-7.精神科デイケア等 

・Ⅱ-8.精神科の訪問型作業療法 

・Ⅲ-1.部門の管理と運営方法 

・Ⅲ-2.指導監査等への対応 

・Ⅲ-3.作業療法士の一日のスケジュール 

・Ⅳ-1.職場新人教育の在り方 

・Ⅳ-2.精神科作業療法活用ガイドの例示 

・Ⅳ-3.各種勉強会や講習会の活用、ネットワークづくり 

・Ⅳ-4.障害保健福祉制度の紹介 

・Ⅴ.精神科リハビリテーションにおける個人の尊重と人権につ

いて 

(2)運用マニュアルに加えてほし

い項目や内容があったら教えてく

ださい ※ 自由記載 

 

(3)運用マニュアルの感想を教え

てください 

※ 自由記載 

 

 

Ｄ．精神療養病棟における疾患別リハビリテーション 

(1)令和 2年度（2020年度）診療報

酬改定にて、精神療養病棟の入院

患者に疾患別リハビリテーション

料の算定が可能となりましたが、

貴院の状況について教えてくださ

い 

・疾患別リハビリテーション料の算定を開始した→ (3)以降を

回答してください 

・算定していない→ (2)を回答し、E．精神科退院時共同指導

料へ 

・精神療養病棟がないため対象外→ E．精神科退院時共同指導

料へ 

(2)算定していない理由を教えて

ください 

 ※ 複数選択 

・算定したいが、疾患別リハビリテーションの医師要件が満たせ

ず取り組めない 

・算定したいが、専用スペースなどの施設基準を満たすことがで

きない 

・算定したいが、対応する療法士がいない 

・疾患別リハビリテーション料におけるアプローチの必要性を感

じない 

・施設の方針 



・改定内容を知らない 

・その他（                       ） 

(3)算定するにあたり、取り組んだ

ことを教えてください 

 ※ 複数選択 

・新しく作業療法士を採用した 

・新しく理学療法士を採用した 

・もともと在職していた作業療法士が兼務した 

・もともと在職していた理学療法士が担った 

・施設基準を満たすため専用スペース（部屋・備品）を調整した 

・その他（                       ） 

(4)精神療養病棟入院患者への疾

患別リハビリテーションが可能と

なったことによる影響や感想を教

えてください 

※ 自由記載 

 

 

Ｅ．精神科退院時共同指導料 

(1)令和 2年度（2020年度）診療報

酬改定にて、退院時に包括的支援

マネジメントを活用する「精神科

退院時共同指導料」が新設されま

したが、その状況について教えて

ください 

・精神科退院時共同指導料を算定し、作業療法士も参画している

→ (3)以降を回答してください 

・精神科退院時共同指導料を算定しているが、作業療法士は参画

していない→ (2)を回答し、F.へ 

・精神科退院時共同指導料は算定していない→ F.へ 

・算定しているかどうか分からない→ F.へ 

(2)作業療法士が参画していない

理由を教えてください 

 ※ 複数選択 

・多職種チームに参画したいが、カンファレンス等に参加する時

間が作業療法の時間と重なり、参加できない 

・多職種チームに参画したいが、作業療法部門に声がかからない 

・その他（                       ） 

(3)作業療法士が参画するにあた

り、取り組んだことを教えてくだ

さい 

 ※ 複数選択 

・もともと多職種チームに参画していた 

・多職種チームに加わるよう働きかけた 

・カンファレンスに作業療法士も参加できるよう調整した（時間

や担当者の調整） 

・その他（                       ） 

(4)包括的支援マネジメントに取

り組む影響や感想を教えてくださ

い 

※ 自由記載 

 

 

Ｆ．慢性療養者の医療・支援のあり方 

(1) 精神科作業療法の指示がある

対象者について、作業療法開始時

からの期間の人数をそれぞれお答

えください（2021年 12月末時点） 

・一か月未満：           名 

・一か月以上三か月未満：  名 

・三か月以上 1年未満：   名 

・1年以上 3年未満：      名 



・3年以上 10年未満：     名 

・10年以上：          名 

(2) 入院３か月以上 1 年未満の回

復期における作業療法の目的を３

つ選択してください 

 ※ 優先度の高い 3点を選択 

・代謝機能の改善 

・サーカディアンリズムの改善 

・精神・身体機能の維持・廃用症候群の防止 

・身体機能の回復 

・作業を通した精神的安定 

・作業を通した残存能力と自己有効感の回復 

・ADL/IADL（就労を含む）技能の獲得 

・ソーシャルスキルの改善・獲得 

・視覚的構造化・環境を含め代償能力の活用方法の習得 

・自身の障害特徴の理解支援 

・就労支援施設の見学・体験支援 

・支援者及び家族に対する関わり方助言・指導 

・セルフヘルプグループ育成と参加支援 

・就労支援及び仕事への定着支援 

・ワークバランスと余暇活動支援 

・その他（                   ） 

(3) 入院３か月以上 1 年未満の回

復期における作業療法の実施内容

を３つ選択してください 

 ※ 優先度の高い 3点を選択 

・手工芸・創作・芸術活動  

・ＡＤＬ 

・ＩＡＤＬ（調理、家事など）  

・身体運動活動（体操やスポーツなど）  

・生活圏拡大活動  

・職業関連・学習活動  

・余暇活動（各種ゲームなど） 

・コミュニケーション・生活技能訓練 

・心理教育  

・認知リハビリテーション 

・その他（        ） 

(4) 入院 1 年以上の慢性期におけ

る作業療法の目的を三つ選択して

ください 

 ※ 優先度の高い 3点を選択 

・代謝機能の改善 

・サーカディアンリズムの改善 

・精神・身体機能の維持・廃用症候群の防止 

・身体機能の回復 

・作業を通した精神的安定 

・作業を通した残存能力と自己有効感の回復 

・ADL/IADL（就労を含む）技能の獲得 

・ソーシャルスキルの改善・獲得 

・視覚的構造化・環境を含め代償能力の活用方法の習得 

・自身の障害特徴の理解支援 

・就労支援施設の見学・体験支援 



・支援者及び家族に対する関わり方助言・指導 

・セルフヘルプグループ育成と参加支援 

・就労支援及び仕事への定着支援 

・ワークバランスと余暇活動支援 

・その他（                   ） 

(5) 入院 1 年以上の慢性期におけ

る作業療法の実施内容を３つ選択

してください 

 ※ 優先度の高い 3点を選択 

・手工芸・創作・芸術活動  

・ＡＤＬ 

・ＩＡＤＬ（調理、家事など）  

・身体運動活動（体操やスポーツなど）  

・生活圏拡大活動  

・職業関連・学習活動  

・余暇活動（各種ゲームなど） 

・コミュニケーション・生活技能訓練 

・心理教育  

・認知リハビリテーション 

・その他（        ） 

(6) 入院３か月以上 1 年未満の 

回復期の患者について、今後 1 年

以内に退院できる患者はどの程度

いますか 

・ほとんど退院しない、5%未満程度 

・退院する人は 25%未満程度 

・退院する人は 25%以上 50%未満程度 

・退院する人は 50%以上 75%未満程度 

・75%以上退院する 

(7) 入院 1 年以上の慢性期の患者

について、今後 1 年以内に退院で

きる患者はどの程度いますか 

・ほとんど退院しない、5%未満程度 

・退院する人は 25%未満程度 

・退院する人は 25%以上 50%未満程度 

・退院する人は 50%以上 75%未満程度 

・75%以上退院する 

(8)入院１年以上の慢性期の患者

が退院できない理由は何ですか 

＊複数回答可 

・退院する先の住まいがない 

・家族が高齢のため、または同居を拒否している 

・本人が高齢のため、退院する施設がない 

・介護認定を受け介護施設に退院したが、ケア困難ということで

再入院となりその後退院先が見つからない 

・本人の年齢が若く、身体介護が必要なため利用できる施設がな

い 

・一人暮らしをする生活技能がないため 

・精神障害者の受け入れができるグループホームなどの社会資源

が少ない 

・退院に向けた家族の同意が得られない 

・本人自身が退院したがらない 

・具体的に退院を想定した検討をしたことがない 

・わからない 



・その他（                 ） 

(9)入院１年以上の慢性期の患者

が退院できるためには、どのよう

な取り組みが必要だと思いますか 

＊複数回答可 

・家族の理解 

・本人が退院後の生活をイメージできる支援 

・退院に向けて具体的に支援方策を検討するチーム支援 

・地域の社会資源に関する相談窓口の設置 

・地域の支援チームとの丁寧な連携 

・ケア付きもしくは生活支援付住宅の整備 

・介護保険施設または在宅サービスを提供する職員の精神障害に

対する支援の技術の獲得 

・食事や買い物支援をするサービスの充実 

・生活リズムを維持するための支援 

・日中の活動の場の充実 

・ピアサポート 

・地域定着に向けた在宅での医療職による継続的支援 

・精神疾患対応型の介護老人保健施設 

・障害年金で入居できる住まいの整備 

・地域住民の理解 

・その他（                 ） 

 

Ｇ．記録等 

1．記録について 

(1)精神科作業療法の記録の仕方 ・電子カルテに一元化して記載している 

・病棟の紙カルテに一元化して記載している 

・作業療法部門独自の紙カルテのみに記載している 

・病棟と作業療法部門の紙カルテ両方に記載している 

・その他（                       ） 

(2)平成 30年度（2018年度）診療

報酬改定にて精神科作業療法

の記載が個々の患者の「診療

録」から「診療録等」へ変更

となったがカルテ記載方法や

医師のサインについて何か変

更（影響）があったか 

・もともと電子カルテに一元化しているため影響なかった 

・変更ない 

・変更あり 

 その内容： 

2．精神科作業療法以外の時間について 

(1)精神科作業療法に従事してい

る作業療法士について、精神科

作業療法以外の時間（準備、片

付け、記録を除く）に行ってい

ること 

 ＊複数回答可 

・兼務の業務に従事（デイケア、認知症治療病棟、訪問看護など） 

・カンファレンスへの参加 

・個別訓練 

・退院前訪問 

・患者との個別面談 

・他機関との連携 



・委員会活動 

・訪問（訪問看護としてではない、単発的な訪問） 

・その他（                       ） 

 

Ｈ．認知症への対応 

1．認知症治療病棟 

(1)認知症治療病棟の有無 ・あり→ (2)へ 

・なし→ 2．認知症疾患医療センターへ 

(2)平成 30年度（2018年度）診療

報酬改定で認知症治療病棟におい

て下記の変更があったが、現在の

認知症治療病棟における作業療法

士の取り組みについて 

生活機能回復のための訓練及び指導

を、生活機能回復訓練室等において

患者１人当たり１日４時間、週５回

行う。ただし、患者の状態に応じて認

知症患者リハビリテーション料又は

精神科作業療法を算定した場合は、

その時間を所定時間に含んでも差し

支えない。 
 

・生活機能回復訓練を 1 日 4 時間実施し、精神科作業療法は算定

していない 

・生活機能回復訓練を 1 日 2 時間と精神科作業療法を 1 日 2 時間

実施し、精神科作業療法を算定している 

・生活機能回復訓練を 1 日 4 時間実施し、精神科作業療法に届出

（登録）している作業療法士がさらに精神科作業療法を 1 日 2

時間実施し、精神科作業療法を算定している 

・その他（                        ） 

2．認知症疾患医療センター 

(1)認知症疾患医療センターの有

無 

・あり→ (2) 以降を回答してください 

・なし→ Ｉ．精神科作業療法計画の作成の現状へ 

(2)認知症疾患医療センターへの

作業療法士の配置 

・専従で配置（※専従：専らその仕事のみに従事） 

・専任で配置（※専任：その仕事も専ら任されることがある） 

・配置はされていないが関わっている 

・なし→ Ｈ．精神科作業療法計画の作成の現状へ 

(3)認知症疾患医療センターにお

ける作業療法士の業務内容 

  ※ 複数回答可 

・本人・家族からの相談支援 

 【主な相談支援内容】 

  ・認知機能改善に向けた訓練方法 

  ・ADL/IADLの自立に向けた能力評価 

・ADL/IADLの自立に向けた相談指導 

  ・認知症についての理解を深める教育 

  ・家族に対する認知症状の対応方法やケア指導 

  ・サービス利用に関する相談指導 

  ・その他（            ） 

・本人宅での ADL/IADL等の訪問指導 

・介護支援専門員や介護サービス事業所からの相談支援 

・研修会等の開催もしくは講師を担当 

・地域包括支援センターへの助言・指導 

  【主な相談支援内容】 

  ・認知機能改善に向けた訓練方法 



  ・ADL/IADLの自立に向けた対応方法についての相談指導 

  ・認知症についての理解を深める教育（講師も含む） 

  ・認知症症状の対応方法やケア指導 

  ・サービス利用に関する相談指導 

  ・事例検討会への参画 

  ・福祉用具や環境調整に関する相談指導 

  ・その他（            ） 

・他の医療機関への助言・指導 

・認知症初期集中支援チームへの支援 

・その他（                       ） 

 

Ｉ．精神科作業療法計画の作成の現状（医療観察法病棟以外に関してお尋ねします） 

１．計画作成について 

(1)作業療法計画を作成しています

か 

 ※一部でも作成している場合は「はい」

を選択してください 

・はい→ (3)以降を回答してください 

・いいえ→ (2)を回答し、Ｊ．退院支援・地域移行・訪問へ 

(2)計画の作成をしていない理由に

ついて、もっとも当てはまるものを

１つ選択 

・慢性期の対象者がほとんどであるため、必要ない 

・診療報酬上義務付けられていない 

・計画作成の負担が大きい 

・個別の作業療法計画を作成しても、個別の作業療法が診療報酬

上評価されていない 

・現状の作業療法を実施する上で、計画作成は必要がない 

・誰からも計画を立てるように言われない 

・その他（                   ） 

(3)計画を作成している対象者 ・すべての対象者に作成 

・急性期の対象者に作成 

・退院支援をしている対象者のみに作成 

・外来患者で就労に向けて支援しているまたは処遇困難な事例

にのみ作成 

・その他（                   ） 

(4)1回あたりの評価・面接時間 ・15分以内 

・15分以上 30分未満 

・30分以上 1時間未満 

・1時間以上 

・その他（                   ） 

(5)評価・面接の場所 ・作業療法室 

・病棟 

・その他（                   ） 

(6)計画作成（書類作成）に要するお

およその時間 

・30分未満 

・30分以上 60分未満 



・60分以上 90分未満 

・90分以上 

２．支援方針の決定と同意について 

(1)医師をはじめ、チームでの支援

方針に関するカンファレンス（ミー

ティング）の有無と参加 

①施設でのカンファレンスの有無 

・すべての患者に対して開催されている 

・一部の患者に対して開催されている 

・開催されていない 

・その他（                   ） 

・施設としての開催状況は不明 

②作業療法士の参加 

・すべてに参加している 

・一部の対象者のカンファレンスに参加している 

・参加していない 

・カンファレンスそのものが開催されていない 

・その他（                   ） 

(2)精神科作業療法計画の合意につ

いて、該当するものを選択 

・計画を立案した対象者全員に、内容をひととおり説明し合意を

とっている 

・対象者用に簡易化した書類を別途作成し、説明、合意を得てい

る 

・対象者の精神機能が著しく低下しており、説明をしても合意が

得られないことが予測されるため、取っていない 

・対象者の精神機能が著しく低下しており、説明をしても合意が

得られないことが予測されるため、家族に説明し合意をとって

いる 

・対象者に説明し、合意をとることを考えたことがない 

・よくわからない 

・その他（                    ） 

(3)作業療法計画の医師への報告 ・書面にて報告（電子カルテを含む）、サインをもらっている 

・書面にて報告（電子カルテを含む）しているがサインまではも

らっていない 

・すべて口頭（カンファレンスを含む）で報告している 

・必要な対象者のみ口頭（カンファレンスを含む）で報告してい

る 

・聞かれることがないので、報告していない 

・報告の必要性を感じない 

・その他（                   ） 

３．計画作成における課題 

(1)精神科作業療法計画の作成が義

務付けられた場合、課題となること

はありますか 

・特にない 

・面接や評価をする時間がとれない 

・計画作成のための書類作成が負担 



 ※ 複数選択 ・計画作成のための時間がとれない 

・計画が必要な患者が少ない 

・計画作成の方法がわからない 

・患者の理解が得られるかどうかわからない 

・その他（               ） 

(2)精神科作業療法計画作成の現状

での課題 

 ※ 自由記載 

 

 

Ｊ．退院支援・地域移行・訪問 

１．退院後の支援機関との連携 

(1)退院後の支援機関と作業療法

士の連携状況 

 ※ 複数選択可 

・退院時カンファレンスに参加している 

・退院後の申し送りを連携先に送付している 

・退院先に退院前訪問を実施し、連携している 

・退院後にサービス利用先（就労を含む）に訪問し、連携してい

る 

・電話等で連絡している 

・特に連携していない →(3)を回答してください 

・その他（                       ） 

(2)これまでに連携したことのあ

る機関等 

※ 過去 1 年で連携したところを全

て選択 

・退院後に担当する医療機関（クリニックや訪問看護） 

・グループホーム等自宅以外の住まいの場 

・就労系サービス事業所（就労移行、就労継続 A、B） 

・就労支援機関（ハローワークや障害者職業センター等） 

・生活訓練、地域活動支援センター等障害福祉サービスにおける

日中活動の場 

・介護保険サービス事業所 

・学校 

・会社等対象者の勤務先 

・市役所や町役場など行政の窓口 

・民生委員や地域の自治会 

・その他（                   ） 

（3）（1）で特に連携していないと

答えた方へ、連携の必要性を感じ

ていますか 

・連携する必要性を感じない 

・どこと連携すればよいかわからないため、連携していない 

・連携の必要性は感じるが、連携の会議に参加要請がない 

・連携の必要性は感じるが、作業療法の時間と重なり参加できな

い 

・わからない 

２．退院前支援 

(1)貴施設では退院に向けた訪問

を実施していますか 

・実施している 

・実施していない →３．へ 



(2)退院前の訪問に作業療法士は

関与していますか 

・関与している 

・関与していない →(11)を回答してください 

(3)算定について該当するものを

選択してください 

・精神科退院前訪問指導料として算定 

・（専用施設外で行う）精神科作業療法として算定 

・状況により上２つのどちらかで算定 

・特に算定していない 

・その他（                        ） 

(4)退院前訪問の実施時期 

 ※ 複数選択可 

・退院の方向性が決まった直後 

・退院１か月前 

・退院直前（１週間前〜前日） 

・退院時 

・その他（                  ） 

(5)対象者 1 人につき訪問する回

数 

※ 2021 年 10〜12 月の 3 ヶ月間の実

績の平均 

 

・１回 

・２回 

・３回 

・４回 

・５回 

・６回 

・７回以上 

(6) 主な訪問先 

※ 複数選択可 

・自宅 

・グループホーム等自宅以外の住まいの場 

・就労系サービス事業所（就労移行、就労継続 A、B） 

・就労支援機関（ハローワークや障害者職業センター等） 

・生活訓練、地域活動支援センター等障害福祉サービスにおける

日中活動の場 

・学校 

・会社等対象者の勤務先 

・市役所や町役場など行政の窓口 

・その他（                       ） 

(7) 作業療法士による退院前訪問

の目的 

 ※ 多い順に５つまで選択 

①健康管理（服薬管理、疾病・障害の理解と対応を含む） 

②歩行・移動 

③入浴・更衣・排せつなどの ADL動作・行為 

④調理 

⑤調理以外の家事 

⑥金銭管理（経済的活動の管理） 

⑦交通機関の利用 

⑧コミュニケーション 

⑨対人関係 

⑩日課の遂行 

⑪趣味や社会活動 



⑫仕事 

⑬サービス利用（相談の利用を含む） 

⑭家族や支援者の理解 

⑮身体機能・体力の回復・改善 

⑯精神機能の回復・改善 

⑰家族・支援者への指導（本人の能力や特性、嗜好、関わり方な

ど） 

⑱その他（                       ） 

(8) 作業療法士による退院前訪問

での実施内容 

 ※ 複数回答 

・環境等評価 

・具体的生活指導・練習 

・環境調整 

・支援者への能力情報の提供と関わり方の助言指導 

・その他（                        ） 

(9)退院前訪問の指導・連携対象者 

 ※ 複数回答 

・本人のみ 

・クリニックや訪問看護など医療機関の職員 

・家族 

・グループホームなど住まいの場の職員 

・就労系サービス事業所、就労支援機関、障害福祉サービスの職

員 

・学校教員 

・対象者の勤務先の上司や同僚 

・相談支援専門員 

・保健師など行政の職員 

・その他（                     ） 

(10)退院前訪問を実施する際の課

題  ※ 自由記載 

 

(11)退院前訪問をしていない理由 ・作業療法士が訪問する必要性を感じない 

・訪問の必要性は感じるが、退院の計画に作業療法士による訪問

が入らない 

・訪問の必要性は感じるが、精神科作業療法等院内業務が優先さ

れる 

・わからない 

・その他（                        ） 

３．退院後支援 

(1)退院後訪問への作業療法士の

関わり 

・あり 

→ ・精神科訪問看護で算定 

  ・在宅訪問リハビリテーション指導管理料で算定 

  ・報酬を算定していないが訪問している 

・なし →(11)へ 

(2)訪問への対応者 ・訪問専従の担当作業療法士 



・訪問専任の担当作業療法士 

・特に専従・専任はなく、入院中の担当作業療法士が訪問 

・特に専従・専任はなく、指示が出た場合、ローテーションで訪

問 

・その他（                      ） 

(3)退院後訪問の実施状況 

※ 2021年 10〜12月の 3か月間に退院

後訪問を実施した対象者の数（実人数） 

       人 

(4)退院後訪問の実施期間 

 ※ 最も多い場合をひとつ選択 

・退院後１週間以内 

・退院から１か月以内 

・退院から３か月以内 

・その他（                 ） 

(5)退院後訪問の頻度 

 ※ 最も多い場合をひとつ選択 

・週 3回以上 

・週 1回以上、3回未満 

・月 2回以上、週 1回未満 

・月 1回程度 

・課題解決のための 1回から 3回程度 

・その他（                ） 

(6)1回あたりの時間 

※ 最も多いものを１つ選択 

・30分未満 

・30分以上 60分未満 

・60分以上 90分未満 

・90分以上 

(7) 主な訪問先 

※ 2021年 10〜12月の 3か月間の実

績、複数選択可 

・自宅 

・グループホーム等自宅以外の住まいの場 

・就労系サービス事業所（就労移行、就労継続 A、B） 

・就労支援機関（ハローワークや障害者職業センター等） 

・生活訓練、地域活動支援センター等障害福祉サービスにおける

日中活動の場 

・学校 

・会社等対象者の勤務先 

・市役所や町役場など行政の窓口 

・その他（                       ） 

(8) 作業療法士による退院後訪問

の目的 

 ※ 多い順に５つまで選択 

①健康管理（服薬管理、疾病・障害の理解と対応を含む） 

②歩行・移動 

③入浴・更衣・排せつなどの ADL動作・行為 

④調理 

⑤調理以外の家事 

⑥金銭管理（経済的活動の管理） 

⑦交通機関の利用 

⑧コミュニケーション 

⑨対人関係 



⑩日課の遂行 

⑪趣味や社会活動 

⑫仕事 

⑬サービス利用（相談の利用を含む） 

⑭家族や支援者の理解 

⑮身体機能・体力の回復・改善 

⑯精神機能の回復・改善 

⑰その他（                        ） 

(9)退院後訪問の指導・連携対象者 

 ※ 複数回答 

・本人のみ 

・家族 

・グループホームの職員 

・就労系サービス事業所、就労支援機関、障害福祉サービスの職

員 

・学校教員 

・対象者の勤務先の上司や同僚 

・相談支援専門員 

・その他（                        ） 

(10) 作業療法士による退院後訪

問の内容 

※ 複数回答 

・環境等評価 

・具体的生活指導・練習 

・環境調整 

・支援者への能力情報の提供と関わり方の助言指導 

・作業指導 

・身体機能訓練 

・服薬管理 

・その他（                        ） 

(11)退院後訪問を実施する際の課

題 

※ 訪問を行なっている場合は行いづ

らい理由を、行なっていない場合はそ

の理由を選択 

※ 複数選択可 

・訪問看護として訪問するには抵抗がある 

・作業療法士として訪問することが評価されていない 

・訪問の必要性は感じるが、医師の理解が得られない 

・訪問の必要性は感じるが、作業療法部門で理解が得られない 

・訪問の必要性は感じるが、院内業務で時間がとれない 

・その他（                        ） 

 

Ｋ．外来 

(1)外来作業療法の実施の有無 

※該当しない状況があれば、その他に

お書きいただいたうえで、どちらかよ

り当てはまる方を選択してください 

・実施している 

・実施していない→ Ｌ．児童・思春期患者への関与へ 

・その他（                 ） 

(2)外来作業療法の専用スペース

を設けているか 

・専用スペースを設けている 

・専用スペースはなく、入院患者と一緒に実施している 

・その他（                 ） 

(3)外来作業療法の指示が出てい ・10歳以下  （   ）名 



る対象者の年齢 

※ 2021年 12月 1日時点での実人数 

・10～20歳  （   ）名 

・21～30歳  （   ）名 

・31～40歳  （   ）名 

・41～50歳  （   ）名 

・51～60歳  （   ）名 

・61歳以上  （   ）名 

(4)デイケアがある場合、デイケア

ではなく外来作業療法の対象とな

る理由 

 ※ 複数選択 

・2時間の訓練を希望するため 

・デイケアは長期利用者の通いの場になっているため 

・就労予定（目標）など短期間の利用が見込まれるため 

・生活課題の解決や訓練など明確な目標があり作業療法での改善

が見込まれるため 

・頻度が週 1回未満であるため 

・本人がデイケアを拒否したため 

・その他（                        ） 

(5)外来作業療法の目的 

 ※ 多い順に５つまで選択 

・退院後生活の定着、もしくは就労につながるまでの生活リズム

の維持 

・作業療法士によるマネジメントによる社会参加に向けた計画的

支援 

・対象者が入院経験のない初発または病状が安定しており入院を

必要としないが、医師の診察だけでは解決困難な課題（疾病教育

や家族へのアプローチなど）への対応 

・就労等社会資源の利用など明確な支援目標に対し、能力評価や

基本的な能力の獲得 

・セルフヘルプグループなど患者間の体験交換の支援 

・コミュニケーションや対人関係の改善 

・その他（                        ） 

(6)外来作業療法のニーズ ・外来作業療法のニーズが増えてきている 

 → 理由として考えられるもの 

  （                                           ） 

・外来作業療法はあくまでもデイケアの補完的機能であるため、

ニーズに変化はない 

・外来作業療法へのニーズは特にない 

・わからない 

・その他（                        ） 

(7)外来作業療法実施上の課題 

※ 自由記載 

 



 

 

Ｌ．児童・思春期患者への関与 

(1)20歳未満の児童・思春期患者へ

の精神科作業療法実施につい

てお答えください 

※ 複数選択可 

・児童・思春期病棟（A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料）

において算定はせず実施している 

・児童・思春期病棟入院以外の 20歳未満の患者に精神科作業療法

を実施している 

・外来で実施している 

・20歳未満の対象者はいるが、作業療法は実施していない 

→Ｍ．治療と仕事の両立支援へ 

・20歳未満の対象者がいない →Ｍ．治療と仕事の両立支援へ 

(2)精神科作業療法の対象となる

20歳未満の児童・思春期患者

の疾患名を教えてください 

※ 右記 ICD-10の項目から複数選

択可 

・F0（症状性を含む器質性精神障害） 

・F1（精神作用物質使用による精神及び行動の障害） 

・F2（統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害） 

・F3（気分[感情]障害） 

・F4（神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害） 

・F5（生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群） 

・F6（成人の人格及び行動の障害） 

・F7（知的障害〈精神遅滞〉） 

・F8（心理的発達の障害） 

・F9（小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害） 

・F99（詳細不明の精神障害） 

(3)児童・思春期病棟への作業療法

士の配置 

・児童・思春期病棟はない 

・児童・思春期病棟に作業療法士が配置されている 

・児童・思春期病棟はあるが作業療法士の配置はない 

(4)児童・思春期患者に対する精神

科作業療法の役割 

※ 最も多いものから３つまで選択 

・精神機能に関する評価と介入 

・身体機能に関する評価と介入 

・活動（ADL、IADLなど）に関する評価と介入 

・学業や就労に関する評価と介入 

・趣味、地域活動参加などに関する評価と介入 

・物的環境（福祉用具、住環境など）に関する評価と介入 

・人的環境（家族、友人など）に関する評価と介入 

・社会環境（制度、サービスなど）に関する評価と介入 

・その他（                       ） 

(5)児童・思春期患者に対する精神

科作業療法における課題 

  ※ 複数選択可 

・児童・思春期病棟に入院している対象者に精神科作業療法の算

定ができない 

・病棟にかかわらず 20歳未満の入院患者はいるが、精神科作業療

法の処方がない 

・提供している精神科作業療法のプログラムに児童・思春期患者

が参加しづらい（集団であること、他患者との年齢差など） 



・児童・思春期患者に対する作業療法士の知識や経験の不足 

・その他（                       ） 

 

 

Ｍ．治療と仕事の両立支援 

(1)作業療法士による就労支援の

実施の有無 

・実施している 

・実施していない→ Ｎ．次期改定への要望へ 

・その他（                 ） 

(2)就労支援の実施形態 

 ※ 複数選択 

・入院患者に対する個別的な精神科作業療法 

・外来患者に対する個別的な精神科作業療法 

・入院患者に対する集団の精神科作業療法 

・外来患者に対する集団の精神科作業療法 

・外来患者に対する精神科デイケアやショートケア等 

・診療報酬は算定せずに実施している 

・その他（                 ） 

(3)就労支援を実施するうえでの

連携先 

 ※ 複数選択 

・本人のみ 

・家族 

・就労系サービス事業所（就労移行、継続Ａ型、継続Ｂ型） 

・就労支援機関（ハローワーク、障害者職業センター、障害者職

業能力開発校） 

・障害者就業・生活支援センター 

・会社等対象者の勤務先（産業医、保健師、安全衛生管理者、上

司、同僚） 

・相談支援事業所 

・精神保健福祉センター 

・行政の相談窓口（市町村役場の障害福祉課など） 

・その他（                     ） 

(4)貴施設の作業療法士で両立支

援コーディネーター基礎研修修了

者 

   名 

(5) 貴施設の作業療法士で職場適

応援助者（ジョブコーチ）養成研

修の受講者 

   名 

(6)就労支援実施上の課題 

※ 自由記載 

 

 

 



Ｎ．次期改定への要望 

(1)次期改定に向けての要望事項

等ありましたらご記入ください 

 

 

 

2021年度に協会は「精神科作業療法の運用に関する意見交換会」を 3回開催しました。この意見交換

会について、該当するものを選択してください。 

・意見交換会の開催を知っており参加した（参加した方はご自身でも同僚でも可） 

・意見交換会の開催は知っていたが参加しなかった 

・意見交換会を開催していることを知らなかった 

・興味がない 

・その他（                                      ） 

 

 

日本作業療法士協会制度対策部では、「指導監査等の現状」に関してデータ提供にご協力いただける施

設を求めています。ご協力いただける場合は施設名とご連絡先を教えてください。 

施設名  

担当者名  

メールアドレス  

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 


